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議案第  45  号

　　　令和 7 年度富山県一般会計補正予算（第 8 号）

　令和７年度富山県の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13 ,627 ,989千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 673 ,949 ,780 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、   「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の補正は、「第２表　繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の補正は、「第３表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の補正は、「第４表　地方債補正」による。

　　令和 8  年 2  月 24日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　　　入
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 地 方 交 付 税 149 ,514 ,286 3 ,381 ,257 152 ,895 ,543

1 地 方 交 付 税 149 ,514 ,286 3 ,381 ,257 152 ,895 ,543

8 使用料及び手数料 9,055 ,325 1 ,418 9 ,056 ,743

1 使 用 料 7,247 ,773 1 ,418 7 ,249 ,191

9 国 庫 支 出 金 86 ,671 ,134 8 ,416 ,470 95 ,087 ,604

1 国 庫 負 担 金 22 ,283 ,977 69 ,338 22 ,353 ,315

2 国 庫 補 助 金 61 ,613 ,937 8 ,347 ,132 69 ,961 ,069

10 財 産 収 入 951 ,279 650 951 ,929

2 財 産 売 払 収 入 279 ,500 650 280 ,150

11 寄 附 金 304 ,290 1 ,670 305 ,960

1 寄 附 金 304 ,290 1 ,670 305 ,960

12 繰 入 金 21 ,791 ,908 46 ,620 21 ,838 ,528

2 基 金 繰 入 金 13 ,958 ,510 46 ,620 14 ,005 ,130

14 諸 収 入 82 ,945 ,008 78 ,904 83 ,023 ,912

7 雑 入 10 ,021 ,559 78 ,904 10 ,100 ,463

15 県 債 64 ,894 ,333 1 ,701 ,000 66 ,595 ,333
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1 県 債 64 ,894 ,333 1 ,701 ,000 66 ,595 ,333

補正されなかった款項に係る額 244 ,194 ,228 244 ,194 ,228

歳 入 合 計 660 ,321 ,791 13 ,627 ,989 673 ,949 ,780

歳　　　　出
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総 務 費 31 ,104 ,324 2 ,939 ,583 34 ,043 ,907

1 総 務 管 理 費 13 ,627 ,533 332 ,348 13 ,959 ,881

2 企 画 費 6,190 ,525 2 ,473 ,105 8 ,663 ,630

3 自 然 保 護 費 1,508 ,548 9 ,130 1 ,517 ,678

5 市 町 村 振 興 費 694 ,691 5 ,000 699 ,691

7 防 災 費 1,555 ,076 120 ,000 1 ,675 ,076

3 民 生 費 59 ,305 ,876 1 ,905 ,223 61 ,211 ,099

1 社 会 福 祉 費 40 ,660 ,848 1 ,751 ,143 42 ,411 ,991

2 児 童 福 祉 費 18 ,248 ,175 126 ,904 18 ,375 ,079

3 生 活 保 護 費 389 ,250 27 ,176 416 ,426

4 衛 生 費 38 ,136 ,841 1 ,757 ,226 39 ,894 ,067

1 公 衆 衛 生 費 24 ,878 ,922 147 ,192 25 ,026 ,114

4 医 務 費 8,392 ,581 703 ,185 9 ,095 ,766

5 薬 務 費 983 ,833 154 ,712 1 ,138 ,545



一般会計

4―　　―

6 公 害 防 止 費 1,723 ,952 752 ,137 2 ,476 ,089

5 労 働 費 2,695 ,403 233 ,650 2 ,929 ,053

1 労 政 費 758 ,749 16 ,800 775 ,549

2 職 業 訓 練 費 1,298 ,335 34 ,089 1 ,332 ,424

3 失 業 対 策 費 574 ,717 182 ,761 757 ,478

6 農 林 水 産 業 費 45 ,595 ,150 2 ,191 ,900 47 ,787 ,050

1 農 業 費 7,617 ,508 1 ,572 ,726 9 ,190 ,234

2 畜 産 業 費 821 ,308 5 ,200 826 ,508

3 農 地 費 25 ,370 ,014 200 ,982 25 ,570 ,996

4 林 業 費 8,749 ,059 369 ,548 9 ,118 ,607

5 水 産 業 費 3,037 ,261 43 ,444 3 ,080 ,705

7 商 工 費 83 ,241 ,949 1 ,068 ,970 84 ,310 ,919

1 商 業 費 67 ,805 ,482 44 ,000 67 ,849 ,482

2 工 鉱 業 費 14 ,077 ,226 462 ,768 14 ,539 ,994

3 観 光 費 1,359 ,241 562 ,202 1 ,921 ,443

8 土 木 費 87 ,088 ,523 1 ,954 ,700 89 ,043 ,223

1 土 木 管 理 費 1,241 ,498 14 ,700 1 ,256 ,198

2 道路橋りょう費 39 ,427 ,538 1 ,760 ,000 41 ,187 ,538

3 河 川 海 岸 費 26 ,290 ,659 178 ,500 26 ,469 ,159
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4 港 湾 費 5,996 ,192 1 ,500 5 ,997 ,692

10 教 育 費 109 ,240 ,540 1 ,576 ,737 110 ,817 ,277

1 教 育 総 務 費 13 ,977 ,313 1 ,356 ,727 15 ,334 ,040

6 大 学 費 5,287 ,759 107 ,104 5 ,394 ,863

7 社 会 教 育 費 3,986 ,794 62 ,206 4 ,049 ,000

8 保 健 体 育 費 2,314 ,657 50 ,700 2 ,365 ,357

補正されなかった款項に係る額 203 ,913 ,185 203 ,913 ,185

歳 出 合 計 660 ,321 ,791 13 ,627 ,989 673 ,949 ,780
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第 2 表　繰越明許費補正

　 1 　追　　加
（単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
安全なまちづくり推進事
業費

15 ,000

人事事業費 2,666

ブランディング推進事業
費

30 ,150

とやま情報ＰＲ費 15 ,850

首都圏情報発信拠点運営
事業費

25 ,112

公文書館運営費 4,200

首都圏戦略対策費 13 ,300

男女共同参画推進費 8,880

子ども・若者育成支援事
業費

11 ,000

女性活躍推進費 17 ,800

国際協力推進事業費 5,190

電子自治体推進費 2,300

在住外国人・多文化共生
推進事業費

900

県有施設総合管理事業費 180 ,000

2 企 画 費
カーボンニュートラル推
進事業費

2,830

海王丸保存活用事業費 4,175
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富山空港利用促進費 14 ,742

地域交通対策費 59 ,700

 「くらしたい国、富山」
創造ネットワーク事業費

184 ,523

とやまの未来創生推進費 1,913 ,520 

中山間地域活力応援事業
費

27 ,346

県民芸術文化祭開催費 11 ,000

高志の国文学館管理運営
費

16 ,055

3 自 然 保 護 費 安全登山対策費 2,779

立山地区植生保護事業費 1,393

自然公園等管理費 2,958

5 市 町 村 振 興 費 地域づくり支援事業費 5,000

7 防 災 費 防災対策推進費 120 ,000

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 在宅福祉対策事業費 14 ,053

老人福祉施設整備費 17 ,431

2 児 童 福 祉 費 要保護児童福祉対策費 966

子どもの貧困対策事業費 4,000

ひとり親家庭等福祉推進
事業費

116 ,000

女性保護事業費 1,802

児童相談所運営費 2,544
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3 生 活 保 護 費 生活保護対策事業費 7,770

生活保護費 19 ,406

4 衛 生 費 1 公 衆 衛 生 費 感染症対策費 147 ,192

4 医 務 費
看護職員確保総合対策事
業費

776

5 薬 務 費 医薬品産業活性化推進費 18 ,050

地方大学・地域産業創生
くすりコンソーシアム推
進事業費

115 ,500

試験開発研究費 21 ,162

6 公 害 防 止 費
快適な生活環境づくり推
進費

16 ,987

地球環境保全推進費 700 ,000

リサイクル等推進費 800

廃棄物対策推進費 350

5 労 働 費 1 労 政 費 勤労者福祉対策費 10 ,700

2 職 業 訓 練 費 外国人材活躍推進事業費 17 ,870

公共職業訓練費 7,219

3 失 業 対 策 費 障害者雇用対策費 18 ,200

ＵＩＪターン促進対策事
業費

35 ,696

6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費
とやま食育運動推進事業
費

2,300

 6 次産業化総合対策事業
費

14 ,500

とやまの農林水産物輸出
促進事業費

569 ,100
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担い手確保・経営強化支
援事業費

516 ,640

とやま型スマート農業推
進事業費

26 ,100

農業・農村男女共同参画
支援事業費

1,950

農業経営基盤強化対策事
業費

4,400

水田農業生産振興対策事
業費

50 ,000

 「富富富」生産振興対策
事業費

12 ,400

富山米ブランド力向上対
策事業費

45 ,656

稼げる！とやまの園芸産
地支援事業費

18 ,250

食品の保存流通技術の改
良開発試験費

1,400

先端技術開発試験費 1,360

2 畜 産 業 費
とやま畜産基盤強化事業
費

2,800

3 農 地 費
県単独農業農村整備事業
費

120 ,000

国土調査事業費 80 ,982

4 林 業 費 地域材振興事業費 3,000

林木育種事業費 10 ,043

森林技術開発研究費 2,000

木材技術開発研究費 630

5 水 産 業 費
水産業振興啓発・活動事
業費

10 ,670

内水面振興推進事業費 3,800
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漁業担い手確保育成対策
費

4,000

富山湾漁場環境調査費 10 ,000

深層水有効利用研究費 14 ,974

7 商 工 費 1 商 業 費 小規模企業対策事業費 2,500

経済交流推進事業費 32 ,000

アジア経済交流事業費 7,500

2 工 鉱 業 費 デザイン振興事業費 4,400

技術立県推進事業費 13 ,100

新事業創出促進事業費 219 ,040

企業立地推進対策費 8,800

ＩＴ関連産業推進事業費 31 ,500

科学技術振興対策費 200

再生可能エネルギー等普
及促進事業費

3,000

地域産業活性化事業費 5,500

ベンチャー企業等支援事
業費

158 ,700

伝統的工芸品産業振興対
策費

11 ,528

中小企業事業承継支援事
業費

7,000

3 観 光 費 富山観光宣伝活動費 35 ,800

観光振興対策費 172 ,827
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観光キャンペーン事業費 66 ,000

国際観光振興事業費 152 ,900

コンベンション振興対策
費

2,517

環水公園賑わい空間創出
事業費

28 ,000

世界遺産登録推進費 8,758

美しい富山湾活用推進事
業費

62 ,600

おもてなし環境整備事業
費

21 ,000

観光物産展等開催事業費 5,500

関西圏情報発信拠点運営
事業費

6,300

8 土 木 費 1 土 木 管 理 費
建設業経営基盤安定支援
事業費

12 ,300

建築指導費 2,400

3 河 川 海 岸 費
立山砂防・県営砂防施設
群価値付け事業費

7,000

立山カルデラ砂防博物館
管理運営費

1,500

海岸環境保全事業費 50 ,000

4 港 湾 費
公益財団法人伏木富山港
 ・海王丸財団運営事業費

1,500

10 教 育 費 1 教 育 総 務 費 教職員人事企画管理費 8,330

進路指導推進費 16 ,878

特別支援教育振興費 8,520

県立学校教育指導研究推
進費

22 ,250
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県立学校教育振興計画推
進費

12 ,590

県民生涯学習カレッジ運
営費

2,200

未来を拓くとやま高校生
グローバル人材育成事業
費

1,000

高等教育機関整備企画推
進費

24 ,969

6 大 学 費 公立大学法人振興事業費 107 ,104

7 社 会 教 育 費 家庭教育推進費 2,000

芸術文化活動推進費 3,375

学校文化活動推進費 1,400

博物館活動推進費 19 ,420

富山県美術館管理運営費 25 ,911

工芸発信事業費 1,000

8 保 健 体 育 費 スポーツ行事奨励費 22 ,500

競技力向上等推進事業費 3,000

スポーツ活性化推進事業
費

25 ,200

合　　　　　　　　　　　 計 6,969 ,115
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　 2 　変　　更
（単位　千円） 

款 項
補　　  正　　  前 補　　  正　　  後

事　  業　  名 金　額 事　  業　  名 金　額

2 総 務 費 2 企 画 費 地域情報化推進費 30 ,000 地域情報化推進費 144 ,856

地域開発推進費 2,500 地域開発推進費 92 ,040

広域交通対策費 300 ,000 広域交通対策費 334 ,168

3
自 然
保 護 費

野生鳥獣保護管理
総合対策費

15 ,700
野生鳥獣保護管理
総合対策費

17 ,700

3 民 生 費 1
社 会
福 祉 費

障害福祉管理費 394 ,952 障害福祉管理費
1,120 ,　 

611

高齢者福祉対策費
2,225 ,　

000
高齢者福祉対策費

3,219 ,　 
　000

5 労 働 費 1 労 政 費
中小企業労使関係
安定促進費

5,000
中小企業労使関係
安定促進費

11 ,100

2
職 業
訓 練 費

魅力ある技能社会
推進事業費

27 ,000
魅力ある技能社会
推進事業費

36 ,000

3
失 業
対 策 費

人材確保対策事業
費

128 ,000
人材確保対策事業
費

256 ,865

6
農 林
水産業費

1 農 業 費
食のとやまブラン
ド推進事業費

365 ,000
食のとやまブラン
ド推進事業費

415 ,221

担い手確保・育成
強化事業費

21 ,109
担い手確保・育成
強化事業費

185 ,358

2 畜産業費
飼料生産総合対策
事業費

2,900
飼料生産総合対策
事業費

5,300

4 林 業 費
林業成長産業化推
進事業費

6,700
林業成長産業化推
進事業費

170 ,575

県単独治山事業費 32 ,000 県単独治山事業費 222 ,000

7 商 工 費 1 商 業 費
中小商業支援事業
費

360 ,000
中小商業支援事業
費

362 ,000

8 土 木 費 2
道 路 橋
りょう費

県単独道路維持修
繕費

1,265 ,　
344

県単独道路維持修
繕費

1,375 ,　
 344
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3
河 川
海 岸 費

県単独河川維持修
繕費

557 ,000
県単独河川維持修
繕費

637 ,000

県単独砂防維持修
繕費

225 ,000
県単独砂防維持修
繕費

265 ,000

10 教 育 費 1
教 育
総 務 費

教育指導研究推進
費

2,100
教育指導研究推進
費

13 ,100

7
社 会
教 育 費

県立文化ホール管
理運営費

25 ,000
県立文化ホール管
理運営費

30 ,100

立山博物館管理運
営費

15 ,948
立山博物館管理運
営費

19 ,948

補正されなかった
事業に係る額　　

54 ,853 ,　
253

54 ,853 ,　
253

合　　　　　　計
60 ,859 ,　

506
63 ,786 ,　

539
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第 3 表　債務負担行為補正

　追　　加
（単位　千円）

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

新川こども施設整備・運営

事業

令和９年度 34 ,819
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第 4 表　地方債補正

（単位　千円） 

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方　法
利　率 償　還　の　方　法

補正前
の　額 補正額 計

県 有 施 設 整 備 
事 業 費 5,316,000 1,154,000 6,470,000 普通貸借

又は
証券発行
 （他の地
方公共団
体との共
同発行を
含む。）

％
5.0以内

 （ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る資金に

ついて、

利率の見

直しを行

った後に

おいては、

当該見直

し後の利

率）

借入れの年から据置期

間を含め50年以内に元

利均等、元金均等又は

満期一括で償還する。

ただし、財政の都合に

より繰上償還し、償還

年限を短縮し、又は低

利債に借り換えること

ができるものとする。

なお、借入先の融通条

件があるときは、これ

に従うことができる。

緊急防災・減災 
事　　 業　　 費 586,000 50,000 636,000

並 行 在 来 線 
対 策 費 42,000 42,000

中小企業成長応援 
ファンド事業費 2,250,000 2,250,000

災 害 援 護 資 金 
貸 付 金 2,333 2,333

公 共 等 補 助
事 業 費

24,735,
000 67,000 24,802,000

県単独農林水産業 
施設整備事業費 9,000 9,000

直 轄 事 業 費 
負 担 金

14,240,
000

14,240,
000

地域総合整備資金 
貸 付 金 145,000 145,000

公園整備事業費 651,000 651,000

公 営 住 宅 建 設 
事 業 費 77,000 77,000

地 方 道 整 備 
事 業 費 3,808,000 95,000 3,903,000

自 然 災 害 防 止 
事 業 費 2,802,000 264,000 3,066,000

警 察 施 設 整 備 
事 業 費 941,000 941,000

高 等 学 校 整 備 
事 業 費 1,560,000 1,560,000

臨 時 高 等 学 校 
整 備 事 業 費 233,000 233,000
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特 別 支 援 学 校 
建 設 事 業 費 759,000 759,000

地 域 活 性 化 
事 業 費 689,000 25,000 714,000

施 設 整 備 補 助 
事 業 費 217,000 46,000 263,000

補 助 直 轄 災 害 
復 旧 事 業 費 2,147,500 2,147,500

単 独 災 害 復 旧 
事 業 費 989,500 989,500

行 政 改 革 推 進 
事 業 費 2,695,000 2,695,000

計 64,894,
333 1,701,000 66,595, 333
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議案第  46  号

　　　令和 7 年度富山県病院事業会計補正予算（第 5 号）

第�１条　令和７年度富山県病院事業会計の補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第�２条　令和７年度富山県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　 （科　目）　　　　　 （既決予定額）　　（補正予定額）　　　　　（計）

収　　　　入

　第１款　病院事業収益	 33 ,742 ,977千円	 1 ,202 ,735千円� 34 ,945 ,712千円

　　第２項　医業外収益	 3 ,006 ,834千円	 1 ,202 ,735千円� 4 ,209 ,569千円

第３条　予算第９条中「 1 ,671 ,525 千円」を「 2 ,701 ,934 千円」に改める。

　　令和 8  年 2  月 24日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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議案第  47  号

富山県高等学校等教育改革推進基金条例制定の件

　富山県高等学校等教育改革推進基金条例を次のように定める。

　　令和 8  年  2  月24日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県高等学校等教育改革推進基金条例

　 （設置）

第�１条　県立の高等学校及び特別支援学校の高等部における教育の改革を推進する

ため、富山県高等学校等教育改革推進基金（以下「基金」という。）を設置する。

　 （積立て）

第２条　基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

　 （管理）

第�３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。

　 （運用益金の処理）

第�４条　基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に編入するものとする。

　 （繰替運用）

第�５条  知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。

　 （基金の処分）

第�６条　基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業

の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

　 （委任）

第�７条　この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定

める。

　　　附　則

　 （施行期日）
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１　この条例は、公布の日から施行する。

　 （この条例の失効）

２　この条例は、令和11年５月31日限り、その効力を失う。

　 （基金の処分の特例）

３�　第６条の規定にかかわらず、基金は、その属する現金を国庫へ返納する場合は、

これを処分することができる。
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